
空き家流通促進プラットホームの枠組みについての検討（概要） 

 
 
 

■プラットホームについて 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

■空き家に関する情報提供の方法（P.7） 

空き家に関する情報は、流通促進検討会議に対しては、流通促進の方

針の検討のために必要な最低限の情報を提供する。（所有者の個人名、

具体的な居住地を秘匿） 

専門事業者に対しては、指名後に市から個々の事業者に全ての情報を

提供する。 

 

■業務振り分けと対応の手順（P.3） 

 
STEP1 空き家物件の状況把握 

空き家物件の状況を把握するため、市からの情報提供に基づき流通の促進方

策を検討するために必要な情報（敷地及び建物に関する情報、所有者等に関

する情報、権利に関する情報、活用意向に関する情報）を確認する。 

STEP2 流通促進の方針の検討 

流通の方法 

（検討方針） 

●売却 

土地と建物を売却、建物を撤去して土地を売却 
●建物を賃貸 

建物の最低限の補修をして賃貸、建物をリフォームして賃貸 
●土地を賃貸 

建物を撤去して土地を賃貸 など 
流通阻害要因を除去

するための方策 

（検討方針） 

・権利関係の整理 
・立地にふさわしい活用用途の検討 
・敷地及び建物の状態の検査 
・土地、建物の経済的価値の評価 
・解体、リフォーム等のための資金調達方法の検討 など 

参画が求められる専

門家の分野 

・プラットホームに参画する専門家団体の分野の中から選定 
・専門事業者によるアプローチの手順を検討 

STEP3 専門事業者の指名 

流通促進の方針に示された参画が必要な専門分野の専門家団体が、具体的

な業務を担当する専門事業者を募集し、指名する。 

STEP4 専門事業者による対応 

指名された事業者は、流通促進の方針に基づき必要な対応を行い、専門

家団体に対して進捗状況を適宜報告する。 

空き家物件の情報に基づき流通の阻害要因を特定した上で、流通の方法や流

通阻害要因を除去するための方策についての検討の方針、参画が求められる

専門家の分野を検討し、流通促進の方針としてとりまとめる。 
所有者が希望する場合は会議に参加いただき、意向を方針に反映する。 
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専門事業者 主な役割 専門家団体 

宅建士 不動産仲介支援等 奈良県宅地建物取引業協会 
全日本不動産協会奈良県本部 

建築士 改修・インスペクション支援等 奈良県建築士会生駒支部 
司法書士 登記、相続人調査支援等 奈良県司法書士会 
不動産鑑定士 価格調査支援等 奈良県不動産鑑定士協会 
銀行 金融支援等 （南都銀行生駒支店）※1 
空き家関連 NPO 空き家の管理、バンク登録支援等 （空き家コンシェルジュ）※2 

■目的（P.1） 

市及び空き家の流通に関わる専門家団体により構成される空き家流通促進プラットホー

ムを構築し、流通が進まない空き家について、市が保有する空き家データベースの情報を

活用して個々の物件の流通阻害要因に応じた個別物件と対応に当たる各分野の専門事業者

とのマッチングを透明性・公平性の高い方法により行い、流通の促進を図る。 

○専門事業者の管理の形態（P.2） 

市が専門家団体、各専門家団体がそれぞれに所属する個々の

専門事業者をそれぞれ登録管理する形で運営を行う。 

 

○プラットホームの信頼性の確保（P.8） 

プラットホームの信頼性の確保に向けて下記の取り組みを行う。 

・専門家団体及び個々の専門事業者がコンプライアンスに関する

協定等を締結 

・専門事業者からの業務に関する相談に応じ、アドバイス 

・専門家団体から報告を受けるなどにより、適切に業務が遂行さ

れたことを確認 など 

■プラットホームで対応するまでの流れ（P.10） 

 プラットホームで対応するまでの流れとして、市から

要請する場合、所有者から要請する場合、専門事業者か

ら要請する場合が考えられる。いずれの場合も流通促進

検討会議による流通促進の方針の検討、専門家団体の選

定という一連の流れを経て、専門事業者を選定する。 

 

○事務局体制（P.12） 

プラットホームを運営するため、事務局の体制を整備する。 

事務局の作業として下記の項目が想定される。 

○構成する専門家団体・専門事業者（P.1, P.6） 

プラットホームは下記の団体、専門事業者で構成する。 

※流通促進検討会議を構成する専門家団体 
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STEP5 業務成果の報告・管理 

専門家団体は、専門事業者からの報告を受け、業務の進捗を管理すると

ともに、プラットホームの流通促進検討会議に報告する。 
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流通促進検討会議の運

営事務 

l 流通促進の方針の検討を行うために必要な準備と流通促進

検討会議の運営等を行う。 

［作業項目］ 

・物件情報カルテ作成（市からカルテを受け取り方針たたき

台記入） 
・資料の事前配布 
・会議準備、会議進行 
・会議録作成 

進捗管理 l 専門事業者から専門家団体への報告に基づき対応の状況を

確認し、定期的に市に報告する。 

［作業項目］ 

・専門家団体を介した状況確認 
・市への定期報告 

専門事業者からの紹介

への対応 

l 専門事業者が見つけた物件の市への照会の窓口となる。 

［作業項目］ 

・専門事業者からの要請による市への物件情報の照会 
問い合わせへの対応 l プラットホームへの問い合わせの窓口となる。 

［作業項目］ 

・空き家所有者や一般市民からのプラットホームへの問い合

わせへの対応 
 

資料４ 


